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人件費
内訳

財源内訳

項　　　目
直接事業費
人件費
合計
人工数
人件費単価
補助事業人件費
人件費
国庫支出金
県支出金
地方債
その他
一般財源

事業費及び財源内訳
25年度決算9月末の執行状況25年度予算24年度決算

事業費
3,300
479
0

5,757
488
6,245 4,804

244
4,560 4,754

488
5,242

観光パンフレット等によるＰＲ活動を積極的に行うと共に、イベント実施により来客者の増加を目指す。

利用者のニーズに応じたバイキングメニューの見直しを行うと共に、栗の里公園内の観光施設（花の森ホテ
ル、フラワーハウス）と連携して、集客向上を図る。

地域資源を積極的に活用し、農山村特有の食文化の創造及び特産品の開発研究、展示販売等を行うことに
より都市住民との交流を促進し、市の活性化に資する。

事業の目的

指定管理の下、　施設の維持管理、利用許可に関すること　地域資源を活用した食文化の創造、特産品の開
発研究、展示販売

事業の内容

改善策の
具体的

取り組み
（当初）

改善策の
具体的

取り組み

商工観光課

伊予市なかやま地域資源活用工房施設条例、同条例施行規則
根拠法令等

【開始年度】 平成 【開始年度】実施期間

米湊 誠二
所管課情報 担当課： 967-1111(141)

所属長： 担当責任者：記入者情報
事業の性格

電話番号（内線）：

法定事務

事業の対象 一般市民・都市住民

宮田 哲二

評価対象外事業
遊栗館管理運営事業事務事業名

予算科目

総合計画での位置付け
産業の振興〜もりもり元気なしごとづくり〜
観光の振興

公共建設事業一般事務平成25年度事務事業評価シート
該当事業（評価対象外事業は基本情報のみ記載）

18000
25年度実績9月末の実績25年度予定

事業活動の実績（活動指標）
24年度実績単位項目

利用者人数

向こう5年間の直接事業費の推移
26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 5年間の実績

19149人 138337554

19,5003,9003,9003,9003,9003,900
年度

実施スケジュール
項目 24年度以前 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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成果指標
利用者人数

0013,833人19,149人

ランチタイムだけの営業のため来場者増加にはなかなか方策がないのが実状である。リピーター客や新
規顧客獲得のための魅力あるメニューを検討するとともに、他の観光施設や関係団体との連携を図りな
がら、来場者を増やしていく必要がある。

自己評価
3目的の妥当性

市民ニーズへの対応 3

成果指標

指標設定の
考え方

施設利用の効果の判断基礎となる入場者数

目　　標
実　　績

区分年度 24年度 25年度 26年度
018,000人18,000人18,000人

受益者負担の適正 3

妥当性

有効性

効率性

自己評価
（担当責任者）

C

C

C
手段の最適性 3

コスト効率 3

成果向上の可能性 3
施策への貢献度 2

市の関与の妥当性 3
事業の効果 3

課題認識

一次評価

一次評価
（所属長）

妥当性
目的の妥当性 3

C市民ニーズへの対応 2
市の関与の妥当性 3

有効性
事業の効果 3

D成果向上の可能性 2
施策への貢献度 2

効率性
手段の最適性 3

課題認識

Ｈ２５中にレストラン経営者が交代し、松山市内等でも実績のある業者が運営に当たることで大きな期待
を寄せている。ただ、昼食の単価がアップされたために、従来までの利用者等への影響も懸念される。増
額に値するだけの、料理のグレードアップや地産地消をはじめジビエ料理などへの他との差別化が必要
となるであろう。また、「栗の里公園」や「花の森ホテル」などとの連携による集客も重要であると思われ
る。指定管理者との連絡調整も重要であろう。

一次評価結果のとおり事業継続と判断する。

意見、課題

コスト効率 3
受益者負担の適正 3

C

二次評価
二次評価

（所属部長）
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行政評価委員会の答申

外部評価
（行政評価委員会）

経営者会議の最終判断

事業の方向性

意見、課題

運営状況を注視するとともに、指定管理のあるべき姿を常に検討すること。

下記の点を見直しの上、継続する。


